
10月１日（水）〜３月31日（火）

今年も、10月１日から全国一斉に

赤い羽根共同募金運動が展開されます。

皆様からお寄せいただいた善意は

平川市の子どもたち、高齢者、障がいのある方などを支援する

さまざまな福祉活動に役立てられています。

また、災害時には「災害ボランティアセンター」の設置・運営など

被災地支援にも活用されます。

地域に住む誰もが、安心して暮らせるまちづくりに向けて

皆様のあたたかいご支援ご協力をよろしくお願いいたします。



障がい児・者福祉活動費

障がい者通園助成事業

愛の輪レクリエーション開催事業

270,000円

50,000円

ボランティア活動育成事業費

ボランティア連絡協議会助成事業

ボランティア市民活動センター事業

30,000円

80,000円

福祉育成・援助活動費

ボランティア推進校事業

長寿福祉大会事業

福祉情報出前講座

地域ふれあい交流会事業

ふれあいいきいきサロン活動費

過疎地域活性化事業

960,000円

100,000円

20,000円

1, 870,000円

180,000円

60,000円

400,000円

老人福祉活動費

一人暮らし高齢者買い物移動

支援事業

100,000円

児童・青少年福祉活動費

福祉体験事業

40,000円

母子・父子福祉活動費

ファミリーサポートセンター事業 250,000円

広報調査活動費

社協広報誌発行事業

平川市地域配分額 ･･･ 4,410,000円昨年度の実績による福祉事業配分計画

5,790,000円 1世帯あたりの目標 ･･･ 800円本年度の目標金額は

あたたかいご支援ご協力をお願いいたします。

今年度も平川市共同募金委員会では、１世帯８００円を目標に「赤い羽
根共同募金運動」を実施いたします。趣旨をご理解いただきご協力いただ
けたら幸いです。

※この募金は、強制寄附ではございません。平川市の福祉事業配分計画を達成す
るため、１世帯８００円を目標にしておりますが、皆様の意思により多くても少な
くても結構です。

共同募金の寄附金には、税制上の特典があります。

● 会社などの法人寄附は、全額損金算入できます。
● 個人の寄附は、２千円を超える額の場合、所得税・住民税に係る寄附金

控除の対象となります。

問い合わせ先：青森県共同募金会 平川市共同募金委員会（平川市社会福祉協議会内）

事務局／Tel.0172-88-7639 尾上事業所／Tel.0172-57-5311 碇ヶ関事業所／Tel.0172-45-2725

皆様からお寄せいただいた寄附金は、身近な誰かの支えになっています

事務局住所：青森県平川市柏木町藤山１６番地１ 平川市役所第２庁舎内

赤い羽根共同募金に関する寄付や使われ方、税制上の控除については
ホームページに記載がございますのでご参照ください。
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